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○与謝野町食と健康の拠点施設条例

平成１８年３月１日

条例第１５７号

改正 平成１８年６月２３日条例第２４１号

平成２２年９月１７日条例第１７号

（設置）

第１条 与謝野町を中心に生産される農林産物等を活用して、中長期に滞在しながら健康を

回復する施設として、都市住民との交流の促進や町の農業振興を図るため、食と健康の拠

点施設を設置する。

（名称及び位置）

第２条 食と健康の拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町食と健康の拠点施設

(2) 位置 与謝野町字金屋１７３０番地

（管理）

第３条 与謝野町食と健康の拠点施設（以下「施設」という。）は、常に良好な状態におい

て管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

（行為の制限）

第４条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに火気を使用する等、施設に危険を及ぼす行為をすること。

(2) 喫煙場所以外で喫煙すること。

(3) 危険物又は動物を持ち込むこと。

(4) 施設を損傷するおそれのある行為をすること。

（利用の許可）

第５条 施設を利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

（利用の制限）

第６条 町長は、次に掲げる場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び付属設備、備品等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

（利用許可の取消し等）
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第７条 利用の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取

り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 利用の許可条件に違反したとき。

(3) この条例に違反したとき。

（業務）

第８条 施設は、次の業務を行う。

(1) 農林産物等の調理及び提供に関すること。

(2) 農林産物等の加工品の製造及び販売に関すること。

(3) 健康回復を目的とした宿泊及び入浴の提供に関すること。

(4) 前３号に掲げるもののほか、第１条の施設の設置目的を達成するために必要な業務

（指定管理者による管理）

第９条 町長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条

の２第３項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの（以下「指定

管理者」という。）に施設の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることがで

きる。

(1) 施設の維持管理及び利用に関する業務

(2) 前条に規定する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

２ 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合における

この条例の適用については、第５条、第６条及び第１１条中「町長」とあるのは「指定管

理者」と読み替えるものとする。

（利用料金）

第１０条 町長は、法第２４４条の２第８項の規定により、適当と認めるときは、指定管理

者に施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を当該指定管理者の収入として

収受させることができる。

２ 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者

は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

３ 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじ

め町長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

（利用料金の減免）
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第１１条 町長は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

（利用料金の返還）

第１２条 既納の利用料は、返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合は、

その全部又は一部を返還することができる。

（損害賠償の義務）

第１３条 利用者が、故意又は過失により、施設又はその附属設備及び備品等を損傷し、若

しくは亡失したときは、不可抗力の場合を除き利用者において損害額を賠償しなければな

らない。

（委任）

第１４条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成１８年３月１日から施行する。

附 則（平成１８年６月２３日条例第２４１号）

（施行期日）

１ この条例は、平成１８年９月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町食と健康の拠点施設条例の規定に

基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則（平成２２年９月１７日条例第１７号）

この条例は、公布の日から施行する。

別表（第１０条関係）

１ 宿泊料金（泊１人につき）

（単位：円）

区分 利用人数 宿泊料金

（朝食付）

宿泊料金

（朝･夕食

付）

備考

和室

洋室

１名 ９，０００１２，０００各室とも

チェックイン １５：００

チェックアウト １０：００

○小学生１名につき１泊朝食付 ４，

２００

２名 ８，０００１０，０００

３名 ７，５００ ９，５００

和室

（１４畳）

４～５名 ８，０００１０，０００

６～７名 ７，５００ ９，５００
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２ 入浴料金

（単位：円）

○乳幼児でベッド・布団を使用しない

場合 １，０５０

※使用の場合は小学生料金

○部屋の延長使用料金

１時間につき一人 ５２５

区分 入浴料金 備考

１歳以上 ６歳未満 ２００乳児（１歳未満）、宿泊客は

無料

浴槽利用時間 １０：００～

２２：００

小学生 ５００

中学生以上 ６００


